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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発光する発光手段と、
　前記発光された光を生体に透過または反射させた画像を時系列に撮像するイメージセン
サと、
　前記画像を前記イメージセンサに結像させるレンズと、
　前記撮像された画像における所定の２個所の領域について輝度が時系列における極値と
なる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得する極値時刻取得手段と、
　前記２個所の領域の前記イメージセンサにおける距離をＹ、前記レンズの焦点距離をｆ
、前記撮像の際の前記レンズと前記生体との距離をＬとして、脈波伝播速度Ｐ＝（Ｙ×Ｌ
／ｆ）／（Ｔ２－Ｔ１）を算出する脈波伝播速度算出手段と
を具備することを特徴とする生体情報取得装置。
【請求項２】
　前記発光手段は、単色の光を発光することを特徴とする請求項１記載の生体情報取得装
置。
【請求項３】
　前記極値時刻取得手段は、前記２個所の領域の各々における輝度の平均値が時系列にお
ける極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得することを特徴とする請求項１記載の
生体情報取得装置。
【請求項４】
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　前記極値時刻取得手段は、前記撮像された画像を半分に区切った２つの領域の各々にお
ける輝度の平均値が時系列における極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得し、
　前記脈波伝播速度算出手段は、前記２個所の領域の中心点間の前記イメージセンサにお
ける距離をＹとして前記脈波伝播速度Ｐ＝（Ｙ×Ｌ／ｆ）／（Ｔ２－Ｔ１）を算出する
ことを特徴とする請求項１記載の生体情報取得装置。
【請求項５】
　光を発光する発光手段と、
　前記発光された光を生体に透過または反射させた画像を時系列に撮像するイメージセン
サと、
　前記画像を前記イメージセンサに結像させるレンズと、
　前記イメージセンサの全長Ｋ、前記レンズの焦点距離ｆ、前記撮像の際の前記レンズと
前記生体との距離Ｌをパラメータとして保持するパラメータ保持手段と、
　前記撮像された画像を半分に区切った２つの領域の各々における輝度の平均値が時系列
における極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得する極値時刻取得手段と、
　前記極値時刻取得手段によって取得された前記時刻および前記パラメータ保持手段に保
持された前記パラメータに基づいて脈波伝播速度Ｐ＝｛（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ｝／（Ｔ２－
Ｔ１）を算出する脈波伝播速度算出手段と
を具備することを特徴とする生体情報取得装置。
【請求項６】
　光を発光する発光手段と、前記発光された光を生体に透過または反射させた画像を時系
列に撮像するイメージセンサと、前記画像を前記イメージセンサに結像させるレンズと、
前記イメージセンサの全長Ｋ、前記レンズの焦点距離ｆ、前記撮像の際の前記レンズと前
記生体との距離Ｌをパラメータとして保持するパラメータ保持手段とを備える生体情報取
得装置における生体情報取得方法であって、
　前記撮像された画像を半分に区切った２つの領域の各々における輝度の平均値が時系列
における極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得する極値時刻取得手順と、
　前記極値時刻取得手順によって取得された前記時刻および前記パラメータ保持手段に保
持された前記パラメータに基づいて脈波伝播速度Ｐ＝｛（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ｝／（Ｔ２－
Ｔ１）を算出する脈波伝播速度算出手順と
を具備することを特徴とする生体情報取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報取得装置に関し、特に脈波伝播速度を取得する生体情報取得装置、
および、その処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脈波伝播速度（ＰＷＶ：Pulse Wave Velocity）は、動脈における脈波の伝播速度を示
すものであり、動脈硬化などの心血管疾患の発見に役立つことが知られている。この脈波
伝播速度を測定する方法として、例えば、血管パターンにおける心拍同期信号の検出位置
を２個所決定し、両検出位置間の距離と心拍同期信号の発生時間に基づいて脈波伝播速度
を測定する装置が知られている。
【０００３】
　このような装置として、例えば、胸部表皮上に装着された心音マイクと上腕部に巻回さ
れた圧力センサとを用いて脈波伝播速度を測定する装置において、血管長を決定する方法
が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。この従来技術では、生体組織中を超音
波が伝播する速度を記憶しておいて、心音マイクから超音波を出力させた場合の実測値を
上記速度によって割ることにより血管長を算出している。
【特許文献１】特開２００３－２３０５４３号公報（図１）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術では、心音マイクと圧力センサとを用いて脈波伝播時間を測定し、脈波
伝播速度を求めている。しかしながら、このような全身に亘る脈波伝播時間を測定するた
めには測定装置が大掛かりなものになり、日常的な測定には必ずしも適しているとは言い
難い。
【０００５】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、脈波伝播速度を取得するための
生体情報取得装置を小型化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、光を発
光する発光手段と、上記発光された光を生体に透過または反射させた画像を時系列に撮像
するイメージセンサと、上記画像を上記イメージセンサに結像させるレンズと、上記撮像
された画像における所定の２個所の領域について輝度が時系列における極値となる時刻Ｔ
１およびＴ２をそれぞれ取得する極値時刻取得手段と、上記２個所の領域の上記イメージ
センサにおける距離をＹ、上記レンズの焦点距離をｆ、上記撮像の際の上記レンズと上記
生体との距離をＬとして、脈波伝播速度Ｐ＝（Ｙ×Ｌ／ｆ）／（Ｔ２－Ｔ１）を算出する
脈波伝播速度算出手段とを具備することを特徴とする生体情報取得装置である。これによ
り、撮像された画像における輝度の時系列の遷移に基づいて脈波伝播速度を算出させると
いう作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記発光手段は単色の光を発光するものであってもよ
い。例えば、白熱電球、ハロゲンランプ、または、白色発光ダイオードの他、赤色発光ダ
イオードのような単色の光源を用いることができる。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記極値時刻取得手段は、上記２個所の領域の各々に
おける輝度の平均値が時系列における極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得して
もよい。これにより、局所的な変化による影響を吸収させるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記極値時刻取得手段が上記撮像された画像を半分に
区切った２つの領域の各々における輝度の平均値が時系列における極値となる時刻Ｔ１お
よびＴ２をそれぞれ取得し、上記脈波伝播速度算出手段が上記２個所の領域の中心点間の
上記イメージセンサにおける距離をＹとして上記脈波伝播速度Ｐ＝（Ｙ×Ｌ／ｆ）／（Ｔ
２－Ｔ１）を算出してもよい。これにより、画像を半分に区切った２つの領域を基準とし
て脈波伝播速度を算出させるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、本発明の第２の側面は、光を発光する発光手段と、上記発光された光を生体に透
過または反射させた画像を時系列に撮像するイメージセンサと、上記画像を上記イメージ
センサに結像させるレンズと、上記イメージセンサの全長Ｋ、上記レンズの焦点距離ｆ、
上記撮像の際の上記レンズと上記生体との距離Ｌをパラメータとして保持するパラメータ
保持手段と、上記撮像された画像を半分に区切った２つの領域の各々における輝度の平均
値が時系列における極値となる時刻Ｔ１およびＴ２をそれぞれ取得する極値時刻取得手段
と、上記極値時刻取得手段によって取得された上記時刻および上記パラメータ保持手段に
保持された上記パラメータに基づいて脈波伝播速度Ｐ＝｛（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ｝／（Ｔ２
－Ｔ１）を算出する脈波伝播速度算出手段とを具備することを特徴とする生体情報取得装
置である。これにより、固有のパラメータおよび撮像された画像における輝度の時系列の
遷移に基づいて脈波伝播速度を算出させるという作用をもたらす。

【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、脈波伝播速度を取得するための生体情報取得装置を小型化することが
できるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態における生体情報取得装置の側面図の一例を示す図である
。この生体情報取得装置では、基台１１０の上に照射部１２０および撮像部１３０が設け
られている。
【００１４】
　照射部１２０は、支持部１２１と、発光部１２２と、挿入口１２３とを備えている。支
持部１２１は、一端において基台１１０に接続し、照射部１２０全体を支持するものであ
る。発光部１２２は、生体に照射するための光を発光するものである。本発明の実施の形
態では、光の色は特に限定されず、例えば、白熱電球、ハロゲンランプ、または、白色発
光ダイオードの他、赤色発光ダイオードのような単色の光源を用いることができる。挿入
口１２３は、生体の一部として、例えば指９９を挿入させるための誘導口である。
【００１５】
　なお、上述の発光部１２２において、白熱電球などの個数や定格電力は適宜選択してよ
い。また、生体情報取得装置全体を太陽に向けて指９９をかざすように配置することによ
り、白熱電球などに代えて太陽光線を光源として用いるようにしてもよい。
【００１６】
　一方、撮像部１３０は、支持部１３１と、カメラ本体１３２とを備えている。支持部１
３１は、一端において基台１１０に接続し、カメラ本体１３２を支持するものである。カ
メラ本体１３２は、被写体を撮像するためのものであり、汎用のデジタルスチルカメラや
デジタルビデオカメラであってもよく、また、専用のカメラであってもよい。このカメラ
本体１３２は、複数の画像を連続して撮像するための連写モードを備えていることが望ま
しい。
【００１７】
　カメラ本体１３２の先端にはレンズ部１３３が設けられており、レンズ部１３３の視線
軸が発光部１２２と直交するように、支持部１３１によって固定保持されている。カメラ
本体１３２は、レンズ部１３３によって集光された光を撮像素子によって光電変換する。
この撮像素子は、１次元ラインセンサまたは２次元イメージセンサであり、例えば、ＣＣ
Ｄ（Charge Coupled Device）センサやＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicondu
ctor）センサによって実現することができる。なお、これら撮像素子としてはＲ（赤）、
Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３色に対して感度を有するものが多く利用されており、その場合、
一般に何れの素子も８００ｎｍから１０００ｎｍ付近に感度を有しており、すなわち近赤
外成分も受光できるようになっている。
【００１８】
　カメラ本体１３２で撮影された画像は順次、画像処理部２４０に転送されるようになっ
ている。この画像処理部２４０は、専用のハードウェアにより構成してもよく、また、一
般的なパーソナルコンピュータにより実現してもよい。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態における画像処理部２４０の機能構成例を示す図である。
この画像処理部２４０には、照射部１２０によって照射された光を生体に透過させた画像
が、撮像部１３０によって供給される。この画像処理部２４０は、撮像画像保持部２４１
と、根元側平均値算出部２４２と、先端側平均値算出部２４３と、根元側極小時刻選択部
２４４と、先端側極小時刻選択部２４５と、パラメータ保持部２４６と、脈波伝播速度算
出部２４７と、表示部２４８とを備えている。
【００２０】
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　撮像画像保持部２４１は、撮像部１３０から供給された画像を保持するものである。こ
の画像は時系列に撮像されたものであり、ここでは１秒当たり６０枚の撮像間隔で、５秒
間に相当する３００枚の画像を想定する。この撮像間隔は短いほど脈波伝播速度の算出精
度を向上させることができるが、実用的には脈拍（脈波）の周期よりも十分に短ければよ
いと考えられる。通常、脈拍の周期は０．５秒から１秒程度であるため、撮影間隔は例え
ば０．０２秒間隔未満（つまり、１秒間あたり５０枚以上）であれば十分である。また、
全体としての撮影時間は、原理的には脈拍（脈波）の周期と同等の時間でよいが、安定し
た測定のためには数秒間程度確保することが望ましい。
【００２１】
　根元側平均値算出部２４２は、撮像画像保持部２４１に保持された画像の各々について
指９９の根元側（付け根側）の画像部分の輝度の平均値を算出するものである。時刻をｔ
（ｔは整数）とすると、根元側の画像部分の輝度の平均値は時系列にＡＶ１（ｔ）として
表される。なお、この場合の平均値は根元側の画像部分全体の平均値としてもよいが、画
像周辺部に指の投影像が存在しない場合には根元側の画像部分の中央領域（例えば、根元
側の画像部分の中心点の近傍の１００画素四方）の平均値を算出するようにしてもよい。
さらに、平均値の算出を省いて、根元側の画像部分の中心点などの代表点の値を用いるよ
うにしてもよい。
【００２２】
　先端側平均値算出部２４３は、撮像画像保持部２４１に保持された画像の各々について
指９９の先端側の画像部分の輝度の平均値を算出するものである。根元側の場合と同様に
、時刻ｔの先端側の画像部分の輝度の平均値は時系列にＡＶ２（ｔ）として表される。な
お、平均値の算出の要領についても根元側の場合と同様である。
【００２３】
　根元側極小時刻選択部２４４は、根元側平均値算出部２４２によって算出された根元側
の画像部分の輝度の平均値ＡＶ１（ｔ）の中で、時系列において極小値を示す時刻を選択
するものである。
【００２４】
　先端側極小時刻選択部２４５は、先端側平均値算出部２４３によって算出された先端側
の画像部分の輝度の平均値ＡＶ２（ｔ）の中で、時系列において極小値を示す時刻を選択
するものである。
【００２５】
　パラメータ保持部２４６は、脈波伝播速度の算出に必要な既知のパラメータを保持する
ものである。このパラメータの具体的な内容については後述する。
【００２６】
　脈波伝播速度算出部２４７は、根元側極小時刻選択部２４４および先端側極小時刻選択
部２４５によって選択された時刻と、パラメータ保持部２４６に保持されるパラメータと
に基づいて脈波伝播速度を算出するものである。この脈波伝播速度算出部２４７における
脈波伝播速度の算出法については後述する。
【００２７】
　表示部２４８は、脈波伝播速度算出部２４７によって算出された脈波伝播速度を表示す
るものである。この表示部２４８は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネルな
どにより実現される。
【００２８】
　図３は、本発明の実施の形態における撮像画像３００の一例を示す図である。ここでは
、撮像画像３００を中心線３３０によって２つの領域に分割して、それぞれの領域におけ
る輝度を測定する。この図において右側が指９９の根元側の画像部分３１０であり、左側
が指９９の先端側の画像部分３２０である。根元側の画像部分３１０の輝度の平均値を根
元側平均値算出部２４２が算出し、先端側の画像部分３２０の輝度の平均値を先端側平均
値算出部２４３が算出する。
【００２９】
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　ここで、根元側の画像部分３１０の中心点３１１をその代表点とし、先端側の画像部分
３２０の中心点３２１をその代表点とする。このとき、撮像画像３００の横方向の長さを
Ｗとすると、根元側の画像部分３１０の中心点３１１と先端側の画像部分３２０の中心点
３２１との間の距離は、その半分の「Ｗ／２」となる。
【００３０】
　図４は、本発明の実施の形態における撮像部１３０と指９９の位置関係を示す図である
。撮像部１３０は、撮像素子１３４およびレンズ部１３３を備えており、レンズ部１３３
は撮像素子１３４と被写体（指９９）との間に配置される。このレンズ部１３３から撮像
素子１３４までの距離は、レンズ部１３３の焦点距離ｆである。
【００３１】
　また、レンズ部１３３から指９９までの距離をＬとする。この距離Ｌは、本発明の実施
の形態のように挿入口１２３と撮像部１３０との位置関係を固定することにより、生体情
報取得装置において一定の値になる。
【００３２】
　指９９における根元側Ａからの光は、レンズ部１３３において屈折され、撮像素子１３
４における領域Ｃに結像する。また、指９９における先端側Ｂからの光は、レンズ部１３
３において屈折され、撮像素子１３４における領域Ｄに結像する。したがって、撮像素子
１３４上の距離をＹとすると、指９９における距離Ｘは、以下の式１により算出すること
ができる。
　　Ｘ＝Ｙ×Ｌ／ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（式１）
【００３３】
　ここで、図３と同様に撮像素子１３４を２つの領域に分割することを想定する。指９９
の伸びる方向における撮像素子１３４上の全長をＫとすると、先端側の画像部分の中心点
と根元側の画像部分の中心点との間の距離はその半分の「Ｋ／２」となる。この「Ｋ／２
」を距離Ｙに代入すると、指９９における距離Ｘは、以下の式２になる。
　　Ｘ＝（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（式２）
【００３４】
　したがって、指９９において根元側Ａが動脈膨張した時刻と先端側Ｂが動脈膨張した時
刻との時間差Ｔを取得できれば、以下の式３により脈波伝播速度Ｐを算出することができ
る。
　　Ｐ＝Ｘ／Ｔ＝｛（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ｝／Ｔ　　　　　　　　　　　　　　（式３）
【００３５】
　指９９における根元側Ａによる領域Ｃの画像の輝度の平均値は、時刻Ｔ１において極小
値となる。これは、根元側Ａが動脈膨張した時刻を意味する。また、指９９における先端
側Ｂによる領域Ｄの画像の輝度の平均値は、時刻Ｔ２において極小値となる。これは、先
端側Ｂが動脈膨張した時刻を意味する。したがって、時刻Ｔ２から時刻Ｔ１を減算した値
は、根元側Ａから先端側Ｂへ脈波が移動した時間差Ｔを示すことになる。なお、同図の輝
度のグラフにおいて、下方側がより明るい値を示すことを意味している。
【００３６】
　したがって、脈波伝播速度Ｐは、以下の式４により算出することができる。
　　Ｐ＝｛（Ｋ／２）×Ｌ／ｆ｝／（Ｔ２－Ｔ１）　　　　　　　　　　　　（式４）
【００３７】
　ここで、焦点距離ｆはレンズ部１３３に固有の値である。また、撮像素子１３４の全長
Ｋは撮像素子１３４に固有の値である。さらに、レンズ部１３３から指９９までの距離Ｌ
は生体情報取得装置において一定の値である。したがって、これら焦点距離ｆ、全長Ｋ、
距離Ｌは、固定値としてパラメータ保持部２４６に保持しておくことができる。そして、
時刻Ｔ１およびＴ２が取得されるたびにこれらの固定値がパラメータ保持部２４６から読
み出され、脈波伝播速度算出部２４７において上述の式４により脈波伝播速度Ｐが算出さ
れる。
【００３８】
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　図５は、本発明の実施の形態における生体情報取得装置による実験データを示す図であ
る。ここでは、根元側の画像部分の輝度の平均値ＡＶ１（ｔ）および先端側の画像部分の
輝度の平均値ＡＶ２（ｔ）が「１／３０」秒の撮像間隔でプロットされている。
【００３９】
　ＡＶ１（ｔ）が極小値となるのは第１０番目の時刻Ｔ１であり、ＡＶ２（ｔ）が極小値
となるのは第１１番目の時刻Ｔ２である。したがって、この場合の脈波の移動時間は、「
１／３０」秒であることがわかる。
【００４０】
　現状の技術では、撮像間隔が１秒当たり３０枚程度であれば、家庭用のビデオカメラで
も実現されている。今後のＬＳＩ技術の進歩によって撮像間隔がさらに短縮化され、脈波
伝播速度の算出精度もさらに向上することが期待できる。
【００４１】
　次に本発明の実施の形態における生体情報取得装置の動作について図面を参照して説明
する。
【００４２】
　図６は、本発明の実施の形態における生体情報（脈波伝播速度）取得方法の処理手順例
を示す流れ図である。まず、撮像部１３０において時系列に撮像された各時刻の画像が、
撮像画像保持部２４１に保持される（ステップＳ８１１）。
【００４３】
　そして、根元側平均値算出部２４２において、各時刻ｔにおける根元側の画像部分の輝
度の平均値ＡＶ１（ｔ）が算出される（ステップＳ８２１）。また、先端側平均値算出部
２４３において、各時刻ｔにおける先端側の画像部分の輝度の平均値ＡＶ２（ｔ）が算出
される（ステップＳ８２２）。
【００４４】
　ステップＳ８２１およびＳ８２２において算出された平均値ＡＶ１（ｔ）およびＡＶ２
（ｔ）について、根元側極小時刻選択部２４４および先端側極小時刻選択部２４５におい
て極小値を示す時刻が選択される。すなわち、平均値ＡＶ１（ｔ）の中で時系列において
輝度の極小値を示す時刻がＴ１として選択され（ステップＳ８３１）、平均値ＡＶ２（ｔ
）の中で時系列において極小値を示す時刻がＴ２として選択される（ステップＳ８３２）
。
【００４５】
　ステップＳ８３１およびＳ８３２において選択された時刻Ｔ１およびＴ２に基づいて、
脈波伝播速度算出部２４７において式１により脈波伝播速度Ｐが算出される（ステップＳ
８４１）。算出された脈波伝播速度Ｐは、表示部２４８に表示される（ステップＳ８４２
）。
【００４６】
　このように、本発明の実施の形態によれば、時系列に撮像された画像の２個所の画像部
分のそれぞれについて根元側極小時刻選択部２４４および先端側極小時刻選択部２４５に
おいて輝度の極小値を示す時刻を求め、両時刻の差異に基づいて式１により脈波伝播速度
Ｐを算出することができる。
【００４７】
　なお、本発明の実施の形態における生体情報取得装置は、静脈認証装置としても作用さ
せることが出来る。すなわち、この装置を使うことによって、静脈認証による個人の特定
と、その個人の生体情報（健康に関する情報）の取得の両者を実現することができる。例
えば、大病院などでは、１つのパルスオキシメータを使って、短時間に次々と複数の患者
の脈波伝播速度を測定する場合がある。この場合、どの患者の測定値であったかを人手を
介して診断書などに記入しており、測定値と患者をとり間違える可能性があった。しかし
、本発明の実施の形態における生体情報取得装置によれば、脈波伝播速度を測定すると同
時に、被検者がどの患者であるかを静脈認証により特定することができる。つまり、１つ
の装置によって、「患者の特定」と「その患者の脈波伝播速度」が一組の電子データとし
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て出力されるため、このデータを使って電子カルテに書き込むことにより、人為的ミスを
なくすことができる。
【００４８】
　以上、本発明の実施の形態として、透過型による実現例について説明した。パルスオキ
シメータには透過型および反射型があるのと同様に、本発明も、透過型のみに限定するわ
けではなく、反射型の構成としてもよい。すなわち、照射部と受光部とが指を挟んで反対
側に存在する構成（透過型）ではなく、照射部と受光部とが指に対して同じ側に存在する
構成（反射型）であってもよい。
【００４９】
　また、本発明の実施の形態では、極小値を用いて計算を行っていたが、同様に、極大値
を用いて計算してもよいことは言うまでもない。
【００５０】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【００５１】
　すなわち、請求項１において、発光手段は例えば発光部１２２に対応する。また、イメ
ージセンサは例えば撮像素子１３４に対応する。また、レンズは例えばレンズ部１３３に
対応する。また、極値時刻取得手段は例えば根元側極小時刻選択部２４４および先端側極
小時刻選択部２４５に対応する。また、脈波伝播速度算出手段は例えば脈波伝播速度算出
部２４７に対応する。
【００５２】
　また、請求項５において、発光手段は例えば発光部１２２に対応する。また、イメージ
センサは例えば撮像素子１３４に対応する。また、レンズは例えばレンズ部１３３に対応
する。また、パラメータ保持手段は例えばパラメータ保持部２４６に対応する。また、極
値時刻取得手段は例えば根元側極小時刻選択部２４４および先端側極小時刻選択部２４５
に対応する。また、脈波伝播速度算出手段は例えば脈波伝播速度算出部２４７に対応する
。
【００５３】
　また、請求項６において、発光手段は例えば発光部１２２に対応する。また、イメージ
センサは例えば撮像素子１３４に対応する。また、レンズは例えばレンズ部１３３に対応
する。また、パラメータ保持手段は例えばパラメータ保持部２４６に対応する。また、極
値時刻取得手順は例えばステップＳ８３１およびＳ８３２に対応する。また、脈波伝播速
度算出手順は例えばステップＳ８４１に対応する。
【００５４】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態における生体情報取得装置の側面図の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における画像処理部２４０の機能構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における撮像画像３００の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における撮像部１３０と指９９の位置関係を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における生体情報取得装置による実験データを示す図である
。
【図６】本発明の実施の形態における生体情報取得方法の処理手順例を示す流れ図である
。
【符号の説明】
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【００５６】
　９９　指
　１１０　基台
　１２０　照射部
　１２１　支持部
　１２２　発光部
　１２３　挿入口
　１３０　撮像部
　１３１　支持部
　１３２　カメラ本体
　１３３　レンズ部
　１３４　撮像素子
　２４０　画像処理部
　２４１　撮像画像保持部
　２４２　根元側平均値算出部
　２４３　先端側平均値算出部
　２４４　根元側極小時刻選択部
　２４５　先端側極小時刻選択部
　２４６　パラメータ保持部
　２４７　脈波伝播速度算出部
　２４８　表示部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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